
（令和３年度補正予算額：420億円）

水田農業を輸出や加工品原材料等の新たな需要拡大が期待される作物を生産する農業へと
刷新（リノベーション）するため、水田リノベーション産地・実需協働プラン※に基づいた
以下の取組を支援します。
※ 産地と実需者が連携し、新市場開拓用米や加工用米、高収益作物（野菜等）、麦・大豆、子実用とうもろこしについて、新たな
需要拡大のために必要な生産対策や需要の創出・拡大に係る取組内容、目標等を盛り込んだ計画

※ 本事業は、申請内容を踏まえて審査し、予算の範囲内で補助対象者が決定される補助事業です。

① 支援内容

 プランに参画する農業者が、実需者ニーズに対応するための低コスト生産等（②参照）に取り組む場合に、
取組面積に応じて支援します。

 対象者：水田において対象作物を生産する販売農家・集落営農

新市場開拓用米
加工用米

①直播栽培 ②疎植栽培 ③高密度播種育苗栽培 ④プール育苗 ⑤温湯種子消毒

⑥効率的な移植栽培 ⑦作期分散 ⑧土壌診断等を踏まえた施肥・土づくり 等

麦
新市場開拓向け
又は加工向け

①融雪促進 ②新たに導入した品種に応じた栽培管理 ③ふく土・踏圧 ④難防除雑草対策

⑤生育予測システムを活用した開花期・収穫期予測 ⑥効率的・効果的な施肥 等

大豆
新市場開拓向け
又は加工向け

①大豆300A技術 ②難防除雑草対策 ③土壌診断等を踏まえた施肥・土づくり

④新品種の導入 ⑤効率的な施肥 ⑥均平作業（傾斜均平） ⑦摘心栽培 ⑧畝間冠水 等

高収益作物
新市場開拓向け
又は加工向け

①生物農薬の導入 ②農薬によらない病害虫対策 ③農薬によらない土壌消毒

④農薬のドリフト対策 ⑤化学肥料の使用量削減 ⑥化学農薬の使用量削減 等

子実用とうもろこし
①排水対策 ②均平作業（傾斜均平） ③堆肥の利用 ④効果的な施肥

⑤農薬によらない病害虫対策 ⑥生物農薬の活用 ⑦難防除雑草対策 ⑧カビ毒の低減 等

※ 品目ごとに３つ以上選択

※ 支援の対象となった水田の面積は、令和４年度の水田活用の直接支払交付金の戦略作物助成（加工用米:２万円/10a、麦・大豆、
飼料作物（子実用とうもろこし）:3.5万円/10a）及び都道府県に対する産地交付金の取組に応じた追加配分（新市場開拓用米:２万
円/10a）の対象面積から除きます。

※ 本事業は、農業経営基盤強化準備金制度の対象ではありません。

② 対象となる主な取組メニュー

対対象象作作物物※※ 助助成成単単価価

新市場開拓用米、麦、大豆、
高収益作物（野菜等）、子実用とうもろこし

４万円/10a

加工用米 ３万円/10a

※ 令和４年産の基幹作が対象

① 需要の創出・拡大のための機械・施設の整備支援
プランに参画する実需者が、輸出等の需要に応じた加工品の生産体制の強化や国産原材料へ
の切替えのために必要となる機械・施設の整備を支援します。（補助率：１／２以内）

② 新市場開拓用米の複数年契約に取り組む実需者による施設等整備支援
新市場開拓用米の複数年契約を産地と結び、輸出等に取り組む実需者による保管施設等の
整備を支援します。（補助率：１／２以内）

輸出向けパックご飯の製造ライン増設、冷凍野菜製造ラインを国産野菜仕様に切り替える改修、新市場
開拓用米等の保管倉庫等の整備

① 支援内容

② 対象施設等

（１）実需者ニーズに応えるための低コスト生産等の取組支援（410億円）

（２）需要の創出・拡大のための機械・施設の整備支援 （10億円）

 ５ 新市場開拓に向けた水田リノベーション事業
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（令和３年度補正予算額・令和４年度予算概算決定額：33.5億円）

（１）水田麦・大豆産地生産性向上事業

（２）需要に応える安定供給体制の整備

 国産麦・大豆の安定供給に向けた保管施設の整備や、保管施設の整備と一体的に行う処理加
工施設の整備を支援します。（1/2以内）

 対象ほ場：田（水田活用の直接支払交付金の交付対象水田）

 対象作物：麦（小麦、大麦及びはだか麦）、大豆

 対象者 ：農業者の組織する団体※、地域農業再生協議会等

※受益農業従事者（原則年間150日以上）５名以上

 採択要件：都道府県・産地で「麦・大豆生産性向上計画」を作成していること等

水田麦・大豆産地が、団地化・生産性の向上に向け「麦・大豆産地生産性向上計画」を作成して
行う、団地化の推進、営農技術の導入、農業機械等の導入等を支援します。

※ 本事業は、申請内容を踏まえて審査し、予算の範囲内で補助対象者が決定される補助事業です。

 話合い等を通じた団地化の推進経費
団地化の推進に必要な話合い、ほ場の簡易な改修・点検、水田地図のデジタル化などにかか

る費用を実費で支援します。

 営農技術等の導入
生産性向上や需要に応じた生産に向け、技術や品種を導入する場合、その内容に応じて

15,000円/10a以内で定額※支援します。

 機械・施設の導入
生産性向上等に必要な機械・施設の購入・リースを支援します。

（1/2以内、5,000万円未満の機械・施設が対象）

①① 支支援援対対象象

②② 支支援援内内容容

 国産麦・大豆の利用拡大に向け、商品開発、マッチング等を支援します。（定額、1/2以内）

 国産麦の供給円滑化に向け、産地・実需の一時保管経費等を支援します。（定額、1/2以内）

①① 麦麦・・大大豆豆保保管管施施設設整整備備事事業業

②② 麦麦類類供供給給円円滑滑化化推推進進事事業業

③③ 麦麦・・大大豆豆利利用用拡拡大大推推進進事事業業

支援の上限額は地域の水田面積に応じて異なります。

50ha未満：50万円以内、50～150ha：100万円以内、150ha以上：150万円以内

※ 北海道の場合の基準面積は６倍になります。

※ 取組内容により単価は異なります。

６ 麦・大豆収益性・生産性向上プロジェクト
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加工用米及び新規需要米の取組計画の申請

加工用米や飼料用米等の新規需要米に取り組む場合は、あらかじめ米加工業
者や畜産農家等の需要者と販売契約等を締結した上で、６月30日までに国に必
要書類を添付した『取組計画』を提出し、取組計画の認定を受けてください。

なお、加工用米や新規需要米について、主食用米への横流れや交付金の不適
正な受給を防止するため、24ページの『加工用米及び新規需要米の適正流通』
に留意の上、適切な出荷・流通を行ってください。

取組計画の申請時の留意事項

期限を過ぎて提出された場合は、取組計画の認定を受けることができません（交付
金の対象となりません）ので、提出期限は厳守してください。

【「取組計画申請書」に必ず添付する書類】

【用途や取組内容に応じて提出する書類】

様式等はこちらから

● 加工用米や新規需要米に取り組まれる方は、「取組計画申請書」に以下の書類等を
添付して最寄りの農政局等に必ず６月30日までに提出してください。

① 加工用米や新規需要米を買い受ける事業者との間で、販売数量などを記載した
「販売に関する契約書の写し」等

② 加工用米や新規需要米を買い受ける事業者等が作成した「買い受けた米を他の
用途に転用しないこと」を誓約した誓約書

① ほ場を特定して生産し、当該ほ場の全収穫量を販売契約数量とする「区分管理
方式」を選択する場合、農業者が作成した「区分管理計画書」

② 新規需要米に取り組む場合、農業者等が作成した「ふるい下米等の低品位米を
寄せ集めて出荷しないこと」等を誓約した誓約書

③ 米粉用米に取り組む場合、需要者が作成した「米粉用米の使用実績等整理表」

④ 加工用米に取り組む場合、需要者が作成した「加工用米の仕入状況等」

⑤ 上記以外にも、作成・提出していただく書類がある場合がありますので、詳し
くは最寄りの地方農政局等に問い合わせてください。

⑥ 取組主体となる集荷業者等に出荷する場合は、当該集荷業者と出荷契約を締結
してください。（なお、新規需要米の場合は、②の内容を契約書に盛り込むこと
で、農業者が作成する②を省略することができます。）

⇒ http://www.maff.go.jp/j/seisan/jyukyu/komeseisaku/

※ ふるい下米や規格外等の低品位米の発生が想定される場合は、
低品位米が生じた際の用途、販売先を「取組計画書」に記載してください。
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加工用米及び飼料用米等の新規需要米は、定められた用途以外への使用、又
は定められた用途以外に使用する目的での出荷・販売はできません。

主主食食用用米米へへのの横横流流れれやや交交付付金金のの不不適適正正なな受受給給をを防防止止するため、定められた用
途に適正に流通させてください。

取組に当たっては、以下の点に留意してください。

（１）出荷時の留意事項

重 要 加工用米及び新規需要米の適正流通

● 取組方法に応じて決められた数量を出荷してください。

① あらかじめ、飼飼料料用用米米等等をを生生産産すするるほほ場場をを特特定定ししたた『『区区分分管管理理方方式式』』で取り
組むことを選択した場合は、『『飼飼料料用用米米等等をを生生産産ししたたほほ場場のの、、ふふるるいい下下米米をを含含
むむ全全収収穫穫量量』』をを出出荷荷（※）してください。
※ 「ふるい下米」等を飼料用米等として出荷しなかった場合、不適正な流通
となり、交付金の支払ができません。（25ページ参照）

② 主主食食用用米米をを生生産産すするるほほ場場及及びび乾乾燥燥・・調調製製をを主主食食用用米米とと区区分分せせずずにに行行うう『『一一括括
管管理理方方式式』』で取り組む場合は、当当初初のの契契約約数数量量をを出出荷荷すするるここととがが原原則則ですが、
作柄変動による変更を行うことができます。（以下の２参照）

● 出荷の際は、食糧法や米トレーサビリティ法に基づき、適正な措置を行ってく
ださい。（26ページ参照）

● 加工用米や新規需要米を集集出出荷荷ししたた実実績績をを国国にに報報告告してください。

（２）「一括管理」で取り組んだ場合の契約数量の変更の仕方

● 加工用米及び新規需要米に「一括管理」で取り組み、作作柄柄変変動動がが生生じじたた場場合合は、
以下の算出方法により契契約約数数量量をを変変更更すするるここととががででききまますす。

① 契約数量の変更を行おうとする時点における当該地域の作柄表示地帯の単収を
用いて算出
・・当当初初のの契契約約数数量量××（（作作柄柄表表示示地地帯帯のの単単収収／／作作柄柄表表示示地地帯帯のの平平年年単単収収））

（上記算出数量と当初の契約数量との間の任意の数量とすることができる）

② 加工用米等の生産農業者の主食用米も含めた全収穫量が把握できた場合
・・当当初初のの契契約約数数量量××（（当当該該農農業業者者のの実実単単収収／／当当該該農農業業者者のの当当初初のの単単収収））

③ 自然災害等により減収した場合
・・当当初初のの契契約約数数量量－－（（加加工工用用米米等等生生産産予予定定面面積積／／全全ててのの水水稲稲作作付付面面積積××減減収収量量））
（注）減収量は、農作物共済の損害高等により、客観的にその減収量が確認さ

れた数量

※ ②及び③については、あらかじめ地方農政局長等と協議が必要です。

24



（４）こんな行為は違反です！

● 加工用米及び新規需要米として生産した米を主主食食用用米米ととししてて販販売売

● 主食用米から発生した「「ふふるるいい下下米米」」をを寄寄せせ集集めめてて飼飼料料用用米米ととししてて出出荷荷

● 他者から購入した米や、主食用米として生産した米を飼飼料料用用米米にに水水増増ししししてて出出荷荷

● 「区分管理」で取り組んだほ場から生産された「「ふふるるいい下下米米」」をを他他のの用用途途にに販販売売

（５）もし、不適正な出荷が行われたら、

● 加工用米及び新規需要米の出荷において不適正な流通が確認され、それが悪質と
判断された場合は、

① 名名称称（（氏氏名名））・・住住所所及及びび違違反反事事実実をを公公表表すするる

② 当年産の水田活用の直接支払交付金や、ゲタ、ナラシ等の全全ててのの交交付付金金をを返返還還

③ 当該取組の認認定定をを取取りり消消すすとともに、一一定定期期間間、新規需要米や加工用米の取取組組
をを認認めめなないい（捨捨ててづづくくりりが確認された場合も同様）

などの措置が講じられます。

● 確認された不適正な流通が食糧法遵守事項や米トレーサビリティ法等に違反して
いる場合は、各々の法律に基づく罰則も適用されます。

また、飼料用米等の販売等に関する手続を他者に委任し、委任された者が不
適正な流通を行った場合、委任を行った取組申請者についても上記の措置の対
象となります。

★ 不適正な行為の疑いのあることを見聞きしたら教えてください！

（３）加工用米及び新規需要米の販売先や用途の変更手続き

国は、飼料用米等の出荷状況を確認することがあります！

●

①

②

加工用米及び新規需要米は、あらかじめ契約等を締結した需要者等に販売するこ
と、また、定められた用途で供することが原則ですが、

需要者等における加工用米等の在庫の増大による過大な経営負担の発生、倒産、
休廃業等により、当該需要者等に販売することができない場合や当該需要者等が
加工用米等を所有することができない場合、
着色粒及び微細粒等の低品位米が発生し、定められた用途に使用できない場合

等、真にやむを得ない事由が生じた場合には、国の承認を得た上で販売先や用途を
変更することができますので、このような場合は最寄りの地方農政局等に問い合わ
せてください。

● なお、承認を受けずに他の需要者に販売したり他の用途に使用した場合は、不適
正な流通となり、関係法令等に基づく措置等が行われますので注意してください。
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食糧法に基づく措置

食糧法に基づき、新規需要米、加工用米などの用途限定
米穀の用途外使用に罰則が科されます。遵守

用途限定米穀の保管、出荷・販売時の主な取扱い事項
チェック

＜罰則＞

米粉用米は 粉 、飼料用米は 飼 、加工用米は 加 、その他用途
は、その用途に即して輸出用などと表示

ｂ．需要者（需要者団体）に直接販売する必要があります。

注：１年以下の懲役又は100万円以下の罰金

米トレーサビリティ法に基づく措置

※

記 録 米・種もみ を①出荷・販売、②入荷・購入、③事業

所間の移動、④廃棄した場合には、その記録を作成し、

３年間保存する必要があります。チェック

品名、産地※、１ 数量、年月日、取引先名、米穀の用途 等

＜罰則＞

「加工用米」、「輸出用米」などの用途を記載

注：50万円以下の罰金

（参考）米トレーサビリティ法のその他の内容

※
事業者間 における産地情報の伝達 伝 達

＜罰則＞

等又は商品の容器・包装に記載することにより伝達する必要
があります。

一般消費者への産地情報の伝達

一般消費者に米・米加工品を直接販売・提供する場合にも、
産地を商品の容器・包装等に記載することにより伝達する必
要があります。

http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/kome_toresa/
米トレーサビリティ法 検索

立入検査の実施

食糧法、米トレーサビリティ法の立入検査の権限に基づき、対象事業者が義務を遵守
しているか調査を実施します。ご協力をよろしくお願いします。

① 用途限定米穀を保管する場合には、用途が明らかとなる
よう、はい票箋による掲示を行うなど、他の米穀との明確
な区分管理を徹底する必要があります。

② 用途限定米穀を出荷・販売する場合には、

ａ．紙袋等の包装に用途を表示

□ 紙袋等の包装への用途
の表示

・遵守事項を遵守しなかった
場合には、事業者に対して
勧告・命令を行い、当該命令
に従わなかった場合には、
罰則注が適用されます。

□ 出荷・販売の伝票を受領
（又は納品書を発行）

□ 受領した伝票、発行した
伝票の控えを保存

□ 用途限定米穀の場合
その用途を記録

※ 米、種もみ以外にも、米粉や米こうじ等、米飯類、もち、だんご、米菓、清酒、
単式蒸留しょうちゅう、みりんなども対象になります。

記録事項
※２

※１ 米の場合はその産地、米加工品の場合はその原料米の産地

※２ 用途限定米穀については、「米粉用米」 、「飼料用米」、・記録の虚偽記載等の義務
違反があった場合には、
罰則注が適用されます。

※ 生産者だけでなく、集荷業者、加工業者、卸売業者にも課される義務です。

米を農協や業者等に出荷・販売した場合には、産地を伝票
・事業者間における虚偽の伝達
等の義務違反があった場合には、
罰則が適用されます。

・一般消費者に対し伝達の義務
違反があった場合には、勧告・
命令を行い、当該命令に従わな
かった場合には、罰則が適用
されます。

● 米トレーサビリティ法についての情報は、右記のホームページをご覧ください。
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経営所得安定対策等の実施体制

経営所得安定対策及び水田活用の直接支払交付金については、国が申請者に直接交
付金を交付する仕組みですが、交付金の申請手続・支払事務等が円滑に進められるよ
う、都道府県・市町村等地域段階において設置されている農業再生協議会と連携・協
力した推進体制を構築し実施します。

国（地方農政局等）

経営所得安定対策等推進
事務費の申請・受付

都道府県 都道府県農業再生協議会
【県、県農業団体、実需者、農業会議等】

市町村 交付申請書・
営農計画書・
確認結果
データ等

地域農業再生協議会 国（県域拠点等）
【市町村、農協、共済組合、農業委員会、担い手農家等】 交付申請書・営農計画書等の受付、

内容の審査、生産実績数量情報等の
システム入力（交付金額の算定）、
立入調査 等

農業者の
指定口座
（※）

交付申請書・
営農計画書等

認定農業者・集落営農・認定新規就農者・販売農家

（参考）農業再生協議会

経営所得安定対策及び水田活用の直接支払交付金の実施に当たっては、各地域で農業再生
協議会を設立し、対策の普及・推進活動、対象作物の作付面積等の確認等を行います。

また、関係者が一丸となって地域農業の方向付けを行っていけるよう、戦略作物助成の対
象作物の需要に応じた生産振興をはじめ、担い手の問題、農地の問題を合わせて議論し、行
政と農業団体、担い手農家等が協力して推進する体制を整備しています。

・対策等の普及・推進活動
・交付金額の確認、支払決裁、交付金振込処理 等

・水田収益力強化ビジョンの作成
・対策の普及・推進活動 等

・都道府県への意見具申
・対策の普及・推進活動 等

・水田収益力強化ビジョンの検討・作成
・対策の普及・推進活動
・対象作物の作付面積の確認
・システム入力（申請者情報、面積情報） 等

※ ブロックローテーション
等を行っている場合、その
代表者の代理受領も可
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本対策に加入する農業者の皆様へ
（１）適切な生産の徹底について（捨てづくりの防止）

交交付付対対象象ととななるる作作物物ににつついいててはは、、地地域域のの普普及及組組織織等等がが指指導導すするる栽栽培培方方法法等等
にに従従っってて、、十十分分なな収収量量がが得得らられれるるよよううにに生生産産すするるここととがが原原則則ととななっってていいまますす。。

① 作付や肥培管理等が不適切と判断された場合には交付金は交付されません。

② 以下の事項に該当する場合は、提出される理由書により交付の判断を行います。

● 新市場開拓用米、加工用米
当当年年産産米米のの実実需需者者等等へへのの出出荷荷数数量量がが当当初初契契約約数数量量のの８８割割にに満満たたなないい

● 飼料用米（生もみを利用するものを除く）、米粉用米
交交付付対対象象のの数数量量・・面面積積かからら算算定定さされれるる単単収収がが標標準準単単収収値値（（※※1166ペペーージジ参参照照））

かからら115500kkgg//1100aaをを差差しし引引いいたた値値にに満満たたなないい

● その他の作物（ゲタ対策の面積払の交付申請が行われているものを除く）
近近傍傍ほほ場場のの収収量量性性・・作作期期ががおおおおむむねね同同等等のの同同一一作作物物のの生生育育状状況況等等とと比比較較し

て明明ららかかにに収収量量がが低低いいとと判判断断さされれるる

● ゲタ対策の面積払の交付金
交交付付対対象象のの数数量量・・面面積積かからら算算定定さされれるる単単収収がが地地域域のの基基準準単単収収（（市市町町村村ごごとと））

のの１１／／２２にに満満たたなないい

③ 自然災害等の合理的な理由がないなど、適適切切なな生生産産がが行行わわれれてていいなないい可可能能性性がが
高高いいと判断される場合には、交交付付金金はは交交付付さされれまませせんん。また、既に交交付付済済みみのの交交
付付金金は、返返還還ししてていいたただだききまますす。

（２）農業者年金との重複申請防止について

-- すすででにに経経営営移移譲譲ををししてていいるる方方とと、、ここれれかからら経経営営移移譲譲すするる方方へへ --

農業経営を移譲し、農農業業者者年年金金のの経経営営移移譲譲年年金金又又はは特特例例付付加加年年金金をを受受給給ししてていいるる（（受受

給給すするるここととととななっったた））方方はは、、原原則則、、経経営営所所得得安安定定対対策策等等交交付付金金のの申申請請ははででききまませせんんので、

移譲された方の名義で申請する必要があります。

農業者年金に関することは、市町村農業委員会にお問い合わせください。

交交付付申申請請書書等等をを提提出出ししたた後後、、以以下下のの事事由由にによよりり申申請請者者にに変変更更がが生生じじたた場場合合、、交交付付金金のの

円円滑滑なな交交付付をを受受けけるるたためめににはは、、速速ややかかにに、、相相続続若若ししくくはは、、農農業業経経営営のの承承継継等等にに関関すするる手手続続

をを行行っっててくくだだささいい。。

① 相 続：当初申請者が死亡し、後継者が相続する場合等

② 合 併：複数の組織等が合併し、新たに組織を設立する場合等

③ 経営移譲：農業経営を他の者に移譲する場合等

④ 法 人 化：集落営農が法人化する場合等

その他承継等の手続に関することは、お近くの地域農業再生協議会又は地方農政局

等にお問い合わせください。

（３）農業経営の承継等について
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対策の加入申請・交付手続き

（１）「交付申請書」と「営農計画書」を提出してください

農業者
地域農業再生協議会 (市町村、ＪＡ等）又は
国（地方農政局、県域拠点等）

・ 交付申請を行う方は、立入調査、交付金の返還に関する事項を記載した「経経営営所所得得安安定定
対対策策等等交交付付金金のの交交付付申申請請にに関関すするる誓誓約約事事項項」を確認していただいた上で、交付申請書を作

成してください。
・ また、「個個人人情情報報のの取取扱扱いい」についても確認していただき、交付申請書の「個人情報の

取扱い」欄の「同意する」に○を付けていただくことで、申請書等の内容を皆様に確認し
ていただく手間が減ります。

申請者 提出先窓口

交付申請に関する誓約事項･個人情報の取扱いの確認

どちらとも重要な事項が記載
されておりますので、必ずお
読みください！

様式第１号別紙 様式第１号別添１

経経営営所所得得安安定定対対策策等等交交付付金金のの交交付付申申請請にに関関すするる誓誓約約事事項項 個個人人情情報報のの取取扱扱いい

以下の個人情報の取扱いについてをよくお読みになり、その内容に同意する場合は「交
付申請書」の「個人情報の取扱い」欄の「同意する」に○を付けてください。

経営所得安定対策等交付金に係る個人情報の取扱いについて

農林水産省、地域農業再生協議会は、経営所得安定対策等の交付金を交付するため

に、本対策の参加者から提出された申請書等に記載された個人情報を「行政機関の保有
する個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第58号）」及び関係法令に基づき適正
に管理し、本対策の各交付金の交付に係る交付事務のために利用します。

また、農林水産省、地域農業再生協議会は、本対策の各交付金の交付のほか、次の事
業等（注１）に係る交付金の交付等に当たり、本対策の申請書等に記載された内容及び
交付決定の内容等を申請者の関係する次の関係機関（注２）に必要最小限度内において
提供又は確認する場合があります。このほか、農林水産統計調査の母集団整備や調査事
項の確認・補完等、収入減少影響緩和交付金の計算、米穀流通監視業務の調査等を行う
ために、本申請書等に記載された内容を各地方農政局、北海道農政事務所及び内閣府沖
縄総合事務所で必要最小限度内において利用する場合があります。

なお、この個人情報の取扱いについて同意された場合は、本対策の交付金の交付事務
手続上、申請書等の訂正が必要になったときでも、農林水産省が関係機関に申請書等の
内容について照会して訂正手続を行うなど訂正手続が軽減されるほか、申請者が関係す
る本対策以外の各事業の交付金等においても書類の提出が不要になる等、手続が簡素化
されます。

さらに、農林水産省、地域農業再生協議会が行った作付面積等の確認結果に基づき、
農林水産省、地域農業再生協議会が交付申請書及び営農計画書の内容を訂正することが
あります。

事
業
等

(注１)

機
関
等

(注２)

農業共済事業、農業経営収入保険事業、最適土地利用対策、環境保全型農業
直接支払交付金、人・農地将来ビジョン確立・実現支援事業、農地集積・集
約化等対策事業、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に基づく交付金の
交付、農家負担金軽減支援対策事業、畜産生産力・生産体制強化対策事業、
国産畜産物安心確保等支援事業、環境負荷軽減型持続的生産支援事業、農業
者年金事業 等

※ 申請手続の電子化により、申請者が自宅のパソコンやスマートフォン等で申請を行うこと
が可能です。（詳細は46、47ページを参照してください。）

交付金を受けるためには、「交付申請書」と「営農計画書」を、６６月月３３００
日日ままででに、最最寄寄りりのの地地域域農農業業再再生生協協議議会会（市町村、ＪＡ等）又又はは国国（（地地方方
農農政政局局、、県県域域拠拠点点等等））へへ提提出出する必要があります。

１ 経営所得安定対策等交付金に関する報告や立入調査について、地方

農政局等から求められた場合には、それに応じます。 

 また、営農計画書に記載した交付対象作物について、地方農政局等

の職員が、出荷段階においてサンプル採取を行う場合には、無通告で

あってもこれを認めます。 

２ 出荷・販売契約書や出荷・販売伝票等の証拠書類を交付申請を行っ

た年度の翌年度から５年間保管し、地方農政局等からの求めがあった

場合には、提出します。 

３ 以下の場合には、交付金を返還すること、又は交付されないことに

異存ありません。 

（１）交付申請書、営農計画書及びその他の提出書類において、虚偽の

内容を申請したことが判明した場合

（２）正当な理由なく、営農計画書に記載した交付対象作物を作付けて

いないことが判明した場合

（３）営農計画書に記載した交付対象作物について、必要な出荷・販売

契約等の締結や計画の認定を受けていないこと、適切な作付け・肥

培管理・収穫等が行われていないことや、正当な理由なく、出荷・

販売をしていないこと、その他交付要件を満たす取組が行われてい

ないことが判明した場合

（４）必要書類が保管されておらず、要件を満たすことが確認できない

場合や提出を拒む場合

（５）地方農政局等による立入調査に応じない場合 都道府県、市町村、農業委員会、農地中間管理機構、農業協同組合、登録検
査機関、都道府県種子協会、農業共済組合連合会、農業共済組合等、独立行
政法人農畜産業振興機構、独立行政法人農業者年金基金、都道府県土地改良
事業団体連合会、土地改良区 等
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※「畑作物の直接支払交付金（ゲタ）」及び「収入減少影響緩和交付金（ナラシ）」に申請される場合は、「認定状況欄」のいずれかの対象者に認定され

ているか認定されることが確実であることが必要です。

※既に収入保険に加入している個人又は法人は、本年産のナラシの申請はできません。

※ナラシに申請される場合は、⑤の対象農産物の生産予定面積等（収入保険に加入している構成員のいる集落営農については、当該構成員の分を除

いた生産予定面積等）を記載してください。また、生産予定面積等に基づく積立金を本年８月末までに納付する必要があります。

※ゲタ（数量払・面積払の両方）に申請される場合は、別途提出いただく営農計画書等の「畑作物の直接支払交付金（ゲタ）の面積払に係る生産予定面

積」欄を記載する必要があります。

※前年の税務申告の状況は、ナラシ対策をはじめとする経営所得安定対策等の将来的な在り方を検討するためにお伺いするものです。

※「水田活用の直接支払交付金」等の交付を受けるには、出荷・販売状況が分かる書類の提出が必要となりますので、出荷・販売契約書の
写し、販売伝票の写し等を保存しておいてください。

【個人又は法人が記載】

前年の税務申告の状況

収入保険の加入状況

①

交
付
申
請
者
欄

【地域協議会等】 【地方農政局等】

「水田・畑作経営所得安定対策」対策加入者管理コード

加工用米 ある ない 水田農業高収益化推進助成対象作物 ある ない

④ 各種確認事項（該当する欄に○を付けてください）

登録済の振込口座  「個人情報の取扱い」に記載された内容について

変更なし 新規 変更あり 同意する

交付申請者管理コード

新市場開拓用米 ある ない

小麦 ある ない でん粉原料用ばれいしょ ある ない 飼料作物 ある ない

主食用米 ある ない てん菜 ある ない

する しない

（参考）前年産の申請状況

③ 交付対象作物等の確認（該当する欄に○を付けてください）

交付対象作物等
交付対象作物等の

生産・販売の有無
交付対象作物等

交付対象作物等の

生産・販売の有無
交付対象作物等

交付対象作物等の

生産・販売の有無

令和４年産の申請 する しない する しない はい

② 交付申請内容（令和４年産の申請の「する」「しない」欄に○を付けてください）※前年産の申請状況は参考です。

交付金名
水田活用の直接支払

交付金の申請

畑作物の直接支払交付金（ゲタ）の申請 収入減少影響緩和
交付金（ナラシ）の申請面積払を

申請しない

【集落営農が記載】

加入している 収入保険に加入している

構成員の有無

（「有」の場合、当該構成員の人数）

有（　　　　人）

加入していない 無

青色申告
前年の税務申告の状況

（組織としての状況を記載）

各構成員が申告

（組織として申告なし）

白色申告
青色申告
白色申告

日

個人 □

認定新規就農者

認定農業者

□ 集落営農 □
認
定
状
況

経経営営所所得得安安定定対対策策等等交交付付金金交交付付申申請請書書

農林水産大臣　殿
　「経営所得安定対策等実施要綱（平成23年４月１日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通

知）」を了知した上で、経営所得安定対策等交付金の交付を受けたいので、下記のとおり申請します。

　また、別紙「交付申請に関する誓約事項」について誓約します。

申請年月日 令和4 年

様式第１号A

フリガナ ノウリン　タロウ
生年月日

認定なし

東京都千代田区霞が関１－２－１

代表者氏名
（法人・組織のみ）

（構成員

7 85 9- 6

□

1 2 0 - 3 4

フリガナ
□

人）
□ 集落営農

□ 法人

氏名又は
法人・組織名

農林　太郎

経
営
形
態 （ゲタ・ナラシ対象）

住
所 0

法人
番号

ない

二条大麦 ある ない 飼料用米 ある ない そば ある ない

なたね

はだか麦 ある ない WCS用稲 ある ない 産地交付金の地域振興作物 ある ない

大豆 ある ない

年 月
㍾･㍽

㍼･㍻

六条大麦 ある ない 米粉用米 ある ない

（〒 123 - 4567 ）

ある

電話
番号

※連絡のとれる電話番号を記入してください（携帯可）

（２）交付申請書の記載例

氏名、住所を記入して
ください。
氏名、住所などが印字
されている方は、内容
を確認してください。
訂正が必要な場合は訂
正してください。

該当する経営形態、
認定状況に〇印を付
けてください。

次に続きます

様式第１号（表面）
申申請請者者のの押押印印がが不不要要ににななりりままししたた。。
ままたた、、交交付付決決定定通通知知のの大大臣臣印印もも廃廃止止ししてていいまますす。。

該当する欄に〇印
を付けてください。

該当する項目に〇印
を付けてください。
また、集落営農の構
成員に収入保険加入
者がいる場合は当該
人数を記載ください。

申請する交付金には
「する」に、申請し
ない交付金には「し
ない」に〇印を付け
てください。

交付金を申請する交
付対象作物には「あ
る」に、申請しない
作物には「ない」に
〇印を付けてくださ
い。

令和 4 年産

継続 新規

月 日

申請年月日を記入
してください。

昨年に引き続き申請さ
れる方は「継続」に、
それ以外の方は「新
規」に○印を付けてく
ださい。
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□ 過去１年間の農業経営全体の状況について、環境と調和のとれた農業生産が実行できている。

⑧ 農地の有効利用の実施状況（ゲタ・ナラシ対象者が記載）

□ 現在、耕作しておらず、かつ、引き続き耕作しない農地がない。

　該当するものにレ印を記入してください。
　なお、今回は意向の確認であり、積立金は実際の納付の際に最終的に選択することになります。

□ １１００％％の減収に対応した積立金を納付予定 □ ２２００％％の減収に対応した積立金を納付予定

⑦ 環境と調和のとれた農業生産の実施状況（ゲタ・ナラシの申請者が記載）

㎡

⑥ ナラシ積立金の積立コースの意向選択（ナラシ申請者が記載）

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

⑤ 収入減少影響緩和交付金（ナラシ）の積立て申出（ナラシ申請者が記載）

令和４年産収入減少影響緩和交付金（ナラシ）について、本年８月末までに積立金の積立てを行う旨
及び対象農産物ごとの生産予定面積を下記のとおり申し出ます。

※対象農産物ごと、地域等区分（地域別・銘柄別）ごとの生産予定面積を記入してください。
※収入保険に加入している構成員のいる集落営農については、当該構成員の分を除いた生産予定面
積を記入してください。

対象農産物 地域等区分 生産予定面積

様式第１号（裏面）

（３）交付申請書に添付して提出する書類

注１： 前年度に加入されている方で、確認書類に変更がない場合は、書類の添付を省略することができます（新規・変更がある場
合は提出が必要です。）。

注２： 交付申請書の提出後に、交付申請者が死亡した場合や集落営農が法人化するなどの場合には、交付金の交付を受けるた
めの手続を承継するための書類を作成する必要がありますので、最寄りの地方農政局等にお問い合わせください。

①① 交付対象者であることが確認できる書類

・ 認定農業者は、農業経営改善計画認定書の写し

・ 集落営農は、規約の写し、構成員名簿の写し、共同販売経理を確認できる書類（通帳
の写し等）、総会資料の写し（決算書類など）

・ 特定農業法人又は特定農業団体は、特定農用地利用規程認定書の写し及び当該特定農
用地利用規程の写し

・ 認定新規就農者は、青年等就農計画認定書の写し

②② その他（以下に該当する方は、書類が必要です）

・ 初めて経営所得安定対策等の交付金を申請する方や、これまでの交付金の振込口座を
変更される方及びブロックローテーションなど、地域の営農上の理由で、交付金を本人
名義以外の口座で受領する必要がある方は、「経営所得安定対策等交付金振込口座届出
書兼口座名義人に対する委任状」を提出してください（ただし、既に提出している方は、
変更する必要がある場合のみ提出してください。）。

本年に生産を予定し
ている品目について
その生産予定面積を
記入してください。

本年の積立コース
のいずれかに

確認事項に☑
チェックして
ください。

☑チェックして
ください。
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ａ ㎡

　（〒 - )
ａ ㎡

ａ ㎡

ａ ㎡

ａ ㎡

ａ ㎡

農農業業共共済済加加入入状状況況（（含含加加入入予予定定））記記入入欄欄

※※加加入入ししてていいるる又又はは加加入入予予定定のの場場合合はは「「○○」」をを記記入入

a ㎡ a ㎡ a ㎡

ａ ㎡ ａ ㎡

ａ ㎡ ａ ㎡

ａ ㎡ ａ ㎡

ａ ㎡ ａ ㎡

ａ ㎡ ａ ㎡

ａ ㎡ ａ ㎡

ａ ㎡ ａ ㎡

ａ ㎡ ａ ㎡

ａ ㎡ ａ ㎡

ａ ㎡ ａ ㎡

ａ ㎡ ａ ㎡

ａ ㎡ ａ ㎡

ａ ㎡ ａ ㎡

ａ ㎡ ａ ㎡

ａ ㎡ ａ ㎡

ａ ㎡ ａ ㎡

ａ ㎡ ａ ㎡

ａ ㎡ ａ ㎡

33333333 3333
調整水田

飼料用米・生もみ

小麦

加工用米

3333

作作成成者者
氏名又は

法人、
組織名

フリガナ ノノウウリリンン　　タタロロウウ
法人、
組織の
代表者
氏名

フリガナ

○○農政局長　殿（北海道農政事務所長、内閣府沖縄総合事務局長）※地域農業再生協議会長経由

年産における農地の利用計画を申請します。

（　　 年産における経営所得安定対策等の交付金に係る対象作物の作付面積等を申告します。）

様式第２号

水稲生産実施計画書　兼　営農計

畑畑作作物物のの直直接接支支払払交交付付金金（（ゲゲタタ））のの面面積積払払にに係係るる生生
（（認認定定農農業業者者、、要要件件をを満満たたすす集集落落営営農農、、認認定定新新規規就就農農

農農林林　　太太郎郎 対象畑作物 生産予定面積※１ 対象畑作物

麦

小麦

春まき そば

住住所所

123 4567 電話 ００１１２２－－３３４４５５－－６６７７８８９９

経経営営形形態態 ☑ 個人 □
集落営農

□ 法人
（構成員 人）

はだか麦

二条大麦 てん菜

東東京京都都千千代代田田区区霞霞がが関関１１－－２２－－１１ 秋まき なたね

FAX
3377 9955

六条大麦
でん粉原料用

ばれいしょ

※１　ゲタの面積払に係る対象畑作物ごとの「生産予定面積」は、下記（1）～（6）を

収穫後交付を希

参照の上、記入する。共済加入者コード

対象面積

畑作物共済 （2） 麦は、数量払の対象とならない種子用麦及び麦芽原料用麦（ビール用麦等

大豆
7777 6677

交付申請者管理コード

（1） 水田、畑、二毛作の区分に限らず、作付面積の合計。
農作物共済

「する」に〇を付ける。なお、一部の品目のみ希望する場合は、右下の「記入欄

でん粉原料用

ばれいしょ

（3） 小麦は、「春まき」と「秋まき」に区別した面積。
水稲 麦 大豆 そば てん菜

（4） 大豆は、数量払の対象とならない種子用大豆及び黒大豆を除いた面積。

高収益作物定着促進支援
開始年 ＲＲ２２

（5） そばは、数量払の対象とならない種子用を除いた面積。

※２　「収穫後交付を希望する」の欄は、数量払の交付申請後に面積払の交付を希

（6） なたねは、数量払の対象とならない食用植物油脂用以外のものを除いた面

「水田・畑作経営所得安定対策」対策加入者管理コード
◯ ◯ ◯ ◯

収穫後交付を希望する対象畑作物名を記入する。
ＲＲ４４

農農地地のの利利用用計計画画記記入入欄欄((農農地地転転用用をを行行っったた場場合合はは、、そそのの転転用用面面積積はは本本地地面面積積及及びび作作付付面面積積かか

品種名

地権者（権原を

5500 2255
ＲＲ３３

００００００１１ ００００１１ 上上野野１１

作物名
（注5）

は種
の

有無
（注6）

主食用米

飼料作物（子実用とうもろこし）

分筆番号

11 11 8800 2255

自家
消費
該当

8800 2255

2299

白菜

ブルーベリー

なたね

大豆

WCS用稲

飼料用米

大豆

住所地

そば

タタカカナナリリ

００００００３３

００００００２２ ００００１１ 上上野野２２ 11 11 1111 2299 1111

００００００４４ ００００１１ 上上野野４４ 11 11 110000 2255 110000 2255

1177 5555 1177 5555

3333

1122 2299 1122

66 2233

００００００５５ ００００１１ 上上野野５５ 22 11

1177 5555 1177

4400 2222 4400

００００００６６ ００００１１ 上上野野６６ 11 11

００００００６６ ００００１１ 上上野野６６ 11

小麦

3300 3333００００００９９ ００００１１ 中中野野３３ 11 11

００００００７７

００００００８８ ００００１１ 中中野野２２ 11 11

3300

００００１１ 中中野野１１ 22 11

2299

００００１１ 上上野野３３

22

66 2233

11 11 4411 2299 4411 2299

5555

2222

キャベツ

11 11

飼料作物（牧草）を作付けるほ場であって、当年産では種を行うほ場の場合は、○を記入する。

水水田田農農業業高高収収益益化化推推進進助助成成関関係係

下下町町５５

3377 4455 3377 4455

5500 2255 550011 2255

「交付対象農地区分」欄は、交付対象水田は「１」、交付対象外水田は「２」、畑地は「３」と表記することで区別する。なお、畑地化に取り組む場合は、取組年度においては「１」を、取組の翌年度以降は「２」又は「３」を記入する。
高収益作物定着促進支援の支援期間においては「1」を記入する。

新市場開拓用米

００００１１４４ ００００１１ 下下町町２２ 33 2200 4400

5500 2222 5500 2222

2299 1111 2299 1111

2200 440011

下下町町１１ 11 11００００１１３３ ００００１１

11

００００１１６６ ００００１１ 下下町町４４ 11 11

（注5） 「作物名」欄には、主食用水稲（一般米、醸造用玄米又は種子用米生産ほ場）、麦（小麦（※）、二条大麦、六条大麦、はだか麦、麦芽原料用麦（ビール用麦等）又は種子用麦）、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ（専用品種、そ
種子用大豆）、飼料作物（青刈り稲、子実用とうもろこし、青刈りとうもろこし、牧草、その他）、米粉用米、飼料用米（生もみを直接利用する取組は「飼料用米・生もみ」）、ＷＣＳ用稲、加工用米、新市場開拓用米又は野菜等の作
ついて記入する。
※ 小麦のうち、ゲタの面積払に係る生産予定面積を申請し、かつ、「春まき」と「秋まき」の両方の作付予定がある場合、「春まき」と「秋まき」と区別して記載する。

3300 1111 3300 1111

4400 1100 4400 1100
飼料作物（牧草） ○

（注11） 当年度に高収益作物定着促進支援の対象に該当するほ場は、支援が開始された年度を記入する。

（注12） 高収益作物定着促進支援に、加工・業務用の野菜・果樹で取り組む場合は、○を記入する。

（注13） 新市場開拓に向けた水田リノベーション事業（R３補正事業）に申請したほ場は、○を記入する。

（注8）

（注9） 高収益作物の畑地化及びそれ以外の畑地化に取り組む場合は、対象年度を記入する。

（注10） 水田農業高収益化推進計画の対象となる場合は、○を記入する。

（注7）

農地中間管理機構から農地を借り受けている等の場合は、農地中間管理機構の名称を表記する。

「多収品種」欄には、区分管理で米粉用米、飼料用米の作付に取り組む場合において、多収品種を用いる場合は「１」、それ以外の場合は「２」と表記することで区別する。また、「１」の場合は「品種名」欄に品種名も記入する。

００００１１７７

（注1） 一つのほ場で二毛作に取り組む場合は、ほ場欄を二段書きすることとし、「作期」欄において、主食用水稲又は基幹作として作付した作物は「１」、二毛作として作付した作物は「２」と表記することで区別する。

（注2）

００００１１

前年度以前で、水稲を作付けた最終年を記入する。（ただし、令和３年度以前の水稲作付最終年の記入は不要。）（注3）

（注4）

（注6）

同一ほ場内で、戦略作物助成の支援単価が異なる場合（は種面積と作付面積が一致しない場合）は、書面上分筆して記入する。

ほ

場

欄

（
注
１

）

農地の番号
地名・地番、
大字、字、
集落地番

交付
対象
農地
区分
(注2)

作
期

面積
（本地面積）

作物作付面積
（注4）

耕地番号

水稲作付
最終年
（注3）

００００１１５５ ００００１１ 下下町町３３ 11

11 11

００００１１００ ００００１１ 中中野野４４ 11 11

００００１１１１ ００００１１ 中中野野５５ 11

００００１１２２ ００００１１ 中中野野６６

◯

多収
品種
(注7)

11

（４）営農計画書の記載例

ほ場ごとに作物別の作付面積等を記入してください（記入されている場合は
内容を確認していただき、訂正が必要な場合は訂正してください。）。

印字されている氏名、住所などをご確認ください（押印は不要です）。訂正が必要な場合は訂正してくだ
さい。

【交付対象農地区分】
水田活用の直接支払交付金の対象農地について、交付対象水田
は「１」、交付対象外水田は「２」です。畑地は「３」です。
地域農業再生協議会に確認の上、記入してください。

【水田農業高収益化推進助成】
水田農業高収益化推進助成の高収益作物定着促進支援に取り
組む場合は、開始年ごとに対象面積を記入してください。

【作物名、は種の有無】
作物として牧草が該当する場合、

作物名には飼料作物（牧草）と記入
し、当年度において、は種を行う場
合には、は種の有無の欄に「○」を記
入してください。

【農業共済加入状況（加入予定）記入欄】
加入している又は加入予定の場合は「○」を記入して
ください。

【作期】
二毛作の場合は「２」となります。例
えば、小麦を基幹作物とし、そばを二
毛作とするときは、小麦の作期を
「１」、そばの作期を「２」と記入し
てください。

【水稲作付最終年】
前年度以前で、水稲を作付けた最終年を記入してください。
（ただし、令和３年度以前の水稲作付最終年の記入は不要）
例えば、令和４年度に水稲を作付けた場合には、令和５年度の
営農計画書提出時に「Ｒ４」と記入してください。
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㎏/10a

ａ ㎡ ａ ㎡

ａ ㎡ kg ａ ㎡ kg ａ ㎡ kg ａ ㎡ ａ ㎡

ａ ㎡ kg ａ ㎡ kg ａ ㎡ kg ａ ㎡

ロール ロール ロール

ａ ㎡ kg ａ ㎡ kg ａ ㎡ kg ａ ㎡ ａ ㎡

ａ ㎡ kg ａ ㎡ kg ａ ㎡ kg ａ ㎡ ａ ㎡

kg ａ ㎡ kg ａ ㎡ kg ａ ㎡

ａ ㎡ ａ ㎡ ａ ㎡ ａ ㎡

kg ａ ㎡ kg ａ ㎡ kg ａ ㎡ ａ ㎡

kg ａ ㎡ kg ａ ㎡ kg ａ ㎡ ａ ㎡

kg ａ ㎡ kg ａ ㎡ kg ａ ㎡ ａ ㎡

kg ａ ㎡ kg ａ ㎡ kg ａ ㎡ ａ ㎡

kg ａ ㎡ kg ａ ㎡ kg ａ ㎡ ａ ㎡

kg ａ ㎡ kg ａ ㎡ kg ａ ㎡

kg ａ ㎡ kg ａ ㎡ kg ａ ㎡ ａ ㎡

ａ ㎡ ａ ㎡ ａ ㎡ ａ ㎡

ａ ㎡ ａ ㎡

ａ ㎡ ａ ㎡

ａ ㎡ ａ ㎡

ａ ㎡ ａ ㎡

ａ ㎡ ａ ㎡

ａ ㎡

ａ ㎡ ａ ㎡

ａ ㎡ ａ ㎡

kg

kg

ａ ㎡ ａ ㎡

kg

kg

ａ ㎡ ａ ㎡

ａ ㎡

ａ ㎡

ａ ㎡ ａ ㎡

ａ ㎡ ａ ㎡

ａ ㎡ ａ ㎡

ａ ㎡ ａ ㎡

ａ ㎡

ａ ㎡ ａ ㎡

ａ ㎡

ａ ㎡

ａ ㎡

ａ ㎡

ａ ㎡

ａ ㎡

ａ ㎡

ａ ㎡

ａ ㎡

ａ ㎡

ａ ㎡

※１　 麦、大豆、加工用米、新市場開拓用米及び子実用とうもろこしについて、「うち水田リノベ

　事業（R３補正）対象を除く」欄には、新市場開拓に向けた水田リノベーション事業（R３補正事業）の
　交付対象となっていない面積を記入し、「うち水田リノベ事業（R３補正）対象」欄には、新市場開

　拓に向けた水田リノベーション事業（R３補正事業）の交付対象となった面積を記載すること。

※２ 青刈り稲（④´）は、飼料作物以外のわら専用稲等の面積を除く。子実用とうもろこし（⑥）は、新
市場開拓に向けた水田リノベーション事業（R３補正事業）の交付対象となった面積を除く。

※３ 青刈り稲には、飼料作物以外のわら専用稲等を含む。
※４ 産地交付金関係欄の高収益作物は、園芸作物等のうち、産地交付金の支払対象（見込み

　含む。）となっている面積を記入する。

  年　   月　   日

水水稲稲単単収収
550000

計画書 年産 申請年月日

生生産産予予定定面面積積
就就農農者者がが対対象象））

水水稲稲用用途途別別作作付付面面積積 戦戦略略作作物物等等関関係係（（水水田田活活用用のの直直接接支支払払交交付付金金対対象象農農地地ののみみ該該当当））

用　　途
農業者記入欄 担当者記入欄（確定値を記入） 対象作物 基幹作物作付面積 二毛作作付面積

生産予定面積※１ 出荷・販売契約数量 生産予定面積

主食用米
うち水田リノベ事業

（R３補正）対象を除く1177

出荷・販売契約数量 生産予定面積
作況調整後の出荷

・販売契約数量
麦（※１）

米粉用米 大豆（※１）

WCS用稲
うち水田リノベ事業

（R３補正）対象

5555 44,,001133 8800 2255

3300 3333 1122,,000000 4411 2299

飼料用米（生もみ除く）
55,,002255 110000

うち水田リノベ事業
（R３補正）対象を除く

を

22,,551111 5500 2222

22,,551111 5500 2222

うちは種（※２）
②=④´+⑥+⑧+⑩+⑫

飼料作物（除くWCS用稲）
①=④+⑤+⑧+⑨+⑫

うちは種以外
③=⑪

希望する※２ する
うち水田リノベ事業

（R３補正）対象

うち水田リノベ事業
（R３補正）対象を除く等）を除いた面積。

うち水田リノベ事業
（R３補正）対象

飼料用米（生もみ）

（
※
１

）
新
規
需
要
米
①

11,,445566 2299 1111

5500

青刈り稲

欄」に

うち水田リノベ事業
（R３補正）対象

希望する場合のみ

面積。

うち水田リノベ事業
（R３補正）対象を除く

（※１）（※２）加工用米②
1111

（※２）新市場開拓用米

11,,550066 3300

水田リノ
ベ事業
（R３補

正）対象
（注13）

備考

かからら除除いいててくくだだささいい))

畑地化
（注9）

備蓄米

上記以外の飼料作物
⑫

うち青刈りとうもろこし
⑧

うち牧草
⑨

※２　新市場開拓用米及び加工用米について、「うち水田リノベ事業（R３補正）対象を除く」欄には、新市場開拓に向けた
水田リノベーション事業（R３補正事業）に申請していない数量・面積を記入し、「うち水田リノベ事業（R３補正）対象」
欄には、新市場開拓に向けた水田リノベーション事業（R３補正事業）に申請した数量・面積を記載すること。

3300 1111

合　　計

11,,550066

うちは種
⑩

うちは種以外
⑪

※１ ①及び②については「需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領」に基づく契約数量等を記載すること。

うち加
工・業務

用
（注12）

を有する者）（注8）

地・氏名

水田農
業高収
益化推
進計画
該当

（注10）

高収益
作物定
着促進
支援開
始年

（注11）

◯◯
そば

◯◯

飼料用米（生もみ）

HH3300 出荷・販売数量（数量払い対象）

玄米

○
交
付
金
に
係
る
面
積
に
つ
い
て

、
現
地
確
認
等
を
踏
ま
え
て
確
定
面
積
等
を
記
入

水水
田田
活活
用用
のの
直直
接接
支支
払払
関関
係係
【【

地地
域域
農農
業業
再再
生生
協協
議議
会会
担担
当当
者者
記記
入入
欄欄

】】

高収益作物畑地化支援

うち野菜

高収益作物（※４）

◯◯

うち水田リノベ事業
（R３補正）対象を除く

水水田田農農業業高高収収益益化化推推進進助助成成関関係係（（水水田田活活用用のの直直接接支支払払交交付付金金対対象象農農地地ののみみ該該当当））

項目 基幹作物作付面積

 高収益作物定着促進支援

その他）、なたね（食用植物油脂用、その他）、そば（普通そば又は種子用そば）、大豆（普通大豆、黒大豆又は
作物名のほか、不作付地がある場合はその状態（調整水田、自己保全管理、土地改良通年施行等）を全てのほ場に

。

。ただし、高収益作物畑地化支援に取り組む場合は、畑地化取組後であっても、

ＲＲ３３ ◯◯ ＲＲ３３

うち子実用とうもろこし
（※１）⑤

うち水田リノベ事業
(R３補正)対象を除く⑥

うち水田リノベ事業
（R３補正）対象⑦

うち青刈り稲（※３）
④

うち水田リノベ事業
（R３補正）対象を除く

うち水田リノベ事業
（R３補正）対象

WCS用稲

加工用米（※１）

出荷・販売数量（数量払い対象）

玄米

飼料用米（生もみ除く）

もみ

米粉用米

もみ

水稲作付面積

産産地地交交付付金金関関係係（（水水田田活活用用のの直直接接支支払払交交付付金金対対象象農農地地ののみみ該該当当））

基幹作物作付面積 二毛作作付面積

差し引き面積

なたね

新市場開拓用米（※１）

対象作物

うち水田リノベ事業
（R３補正）対象

地力増進作物

うち加工・業務用

うち花き・花木

うち加工・業務用

うち果樹

記入欄

うちその他の
高収益作物

その他畑地化支援

子実用とうもろこし支援

水稲を作付され
る方は、用途別
に記入してくだ
さい。

畑作物の直接支払交付金（面積払）を申請される方は、実際の作物ごとの作付面積
（予定を含む）を必ず記入してください。

【畑地化】
畑地化に取り組む場合は対象年度を記入して
ください。

【水田農業高収益化推進計画】
水田農業高収益化推進計画に位置づけられて
いる作物を作付けする場合は「○」を記入し
てください。

【高収益作物定着促進支援開始年】
高収益作物定着促進支援の対象ほ場は支援開
始年を記入してください。

【うち加工・業務用】
加工・業務用の野菜・果樹で高収益作物定着
促進支援に取り組む場合は○を記入してくだ
さい。

なお、輪作で高収益作物定着促進支援に取り
組む場合は備考欄に「輪作」と記入してくだ
さい。

【水田リノベ事業（Ｒ３補正）対象】
新市場開拓に向けた水田リノベーショ
ン事業（Ｒ３補正事業）に取り組む場
合は○を記入してください。

【新市場開拓用、加工用米】
新市場開拓に向けた水田リノベーション事業
（Ｒ３補正事業）に申請していない面積と、
申請した面積をそれぞれ記入してください。

【多収品種、品種名】
区分管理で米粉用米、飼料
用米の作付に取組む場合に
おいて、多収品種を用いる
場合は「１」、それ以外の
場合は「２」と記入してく
ださい。また、「１」の場
合は「品種名」欄に品種名
も記入してください。

【自家消費該当】
出荷・販売を一切行っていない場
合は、○を記入してください。

【畑作物】
畑地で畑作物の直接支払交
付金のみの対象となる場合
も記入してください。
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交付金の交付スケジュール

（１）交付金に関するスケジュール（予定）

（３）交付金の交付時期（予定）

（２）交付申請書･営農計画書等の提出

農業者の方は、交付申請書及び営農計画書を作成し、６月30日までに、最寄りの地域農
業再生協議会（市町村、ＪＡ等）又は国（地方農政局、県域拠点等）へ提出してください。

米・畑作物の収入減少影響緩和交付金（ナラシ対策）に加入される方は、同時期までに
加入申請（積立て申出）を行った上で、８月31日までに積立金を納付することになります。

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

令和４年 令和５年

申請手続
交付金の

交付

交付申請書、

営農計画書等

の受付

対象作物の作付確認、数量払の数量確認

ゲタ対策の

面積払の交付

ゲタ対策の数量払の交付

水田活用の直接支払交付金の交付

ナラシ対策の

交付金の交付
交付

申請
ナラシ対策の

積立て申出

積立金の納付

① 畑作物の直接支払交付金（ゲタ対策）

ア 面積払 ：生産年 ８月 ～ 10月頃

イ 数量払 ：生産年 ７月 ～ ３月頃

② 米・畑作物の収入減少影響緩和交付金（ナラシ対策） ：生産年翌年５月 ～ ６月頃

③ 水田活用の直接支払交付金 ：生産年 ８月 ～ ３月頃

注：上記は目安であり、交付時期が異なる場合があります。

（４）交付金の交付に当たって確認する書類

交付金の交付を受けるためには、対象作物ごとの出荷・販売状況がわかる書類（当年産の
出荷・販売伝票の写し等）及び農産物検査の結果がわかる書類の提出が必要です。

注：令和３年産から、農産物検査の結果がわかる書類を「品質区分と同等のものであることを示す資料（ゲ
タ対策）」や「助成対象の米穀として販売された数量を確認できる資料（ナラシ対策、水田活用の直接
支払交付金のうち加工用米・飼料用米・米粉用米）」に代えることが可能です。

注：新市場開拓に向けた水田リノベーション事業及び麦・大豆収益性・生産性向上プロジェクトの申請期間等は
都道府県や地域農業再生協議会等にお問い合わせください。
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